
地域密着型サービスの運営推進会議について

１ 開催について
地域密着型サービス事業所に義務付けられている運営推進会議（定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事業所においては介護・医療連携推進会議）の開催については、令和２
年８月２７日付け事務連絡により、以下の取扱いとしています。

【令和2年10月以降の取扱い（令和２年８月２７日付け事務連絡）】

・新しい生活様式を踏まえたうえで、通常どおりサービス種別ごとに定期的な開催をお
願いします。
なお、利用者の安全が確保できない等やむを得ない理由により開催できない場合は、

出席予定者に対し文書等で報告・意見照会を行い、その結果を運営推進会議報告書とし
て作成し、当課へ報告した場合は開催したものとみなします。

資料２

今年度の実地指導において、運営推進会議を開催していない事例が複数の事業所で確
認されました。対面での開催が難しい場合は、文書等の代替手段による対応をお願いし
ます。
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２ 報告書について
事業者は運営推進会議における報告、評価、要望、助言等についての記録を作成する

とともに、当該記録を公表しなければならないこととなっています。
また、運営推進会議における報告等は、２年間保存しなければなりません。
現在、市ホームページで公表を行っている事業所の報告書についても基本的に過去２

年分を掲載しています。

現在、市ホームページで運営推進会議の公表を行っている事業所の報告書については、
ホームページをご確認ください。
※市へ未提出分の報告書がありましたら、紙媒体またはデータで高齢者福祉課事業者指
導係までご提出をお願いします。


